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１．会合名 「持株制度に関する検討会」（第 12 回） 

２．日 時 平成 24 年１月 16 日（月）10:00～10:45 

３．議 案 ○「持株制度に関するガイドライン」の改正について 

４．主な内容 ○「持株制度に関するガイドライン」の改正について 

平成 23 年７月 29 日付で、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する

内閣府令」が改正されたことや、持株制度の事務運営に影響を及ぼす諸制度の

変遷等をうけ、「持株制度に関するガイドライン」において文言修正等が必要

であると考えられる事項につき、事務局より、資料に基づき説明がなされ、改

正案の確認が行われた。 

なお、上記文言修正等を除く規定に係る改正の検討については、状況を整理

した上、追って行うこととした。 

 

以 上

５．その他 特になし 

※ 本議事要旨は暫定版であり、今後、内容が一部変更される可能性があります。

６．本件に関

する問合せ先 

自主規制本部 自主規制１部（０３－３６６７－８６４７） 

 


